
新宮市告示第 62 号 

 

 

   新宮市創業支援補助金交付要綱 

 

 新宮市創業支援補助金交付要綱を次のように定める。 

 

  令和８年５月８日 

 

新宮市長 上田 勝之    

 

 

 

 

  

  



新宮市創業支援補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、本市において創業を行う者に対し、予算の範囲内でその経費

の一部を補助することに関し、新宮市補助金等交付規則（令和７年新宮市規則第

３号。以下「規則」という。）に定めるところによるほか、本市における事業活

動を促進し、地域経済の活性化及び雇用の場の創出に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(１) 創業 事業を営んでいない個人が所得税法（昭和 40 年法律第 33 号）第

229 条に規定する開業等の届出により新たに事業を開始すること又は新たに法

人を設立し、事業を開始することをいう。 

(２) 第二創業 既存事業者が既存事業とは異なる事業を行うことをいう。ただ

し、他の者が行っていた事業を継承して行う事業でないこと。 

(３) 事業所等 事業の用に供する事業所、事務所、店舗、工場その他これらに

類するものであって、本社（本店）の機能を有するものをいう。 

(４) 商店街等 商店街振興組合及び新宮市商店街振興組合連合会加盟の商店会

その他特に市長が認めた商店会等をいう。 

（補助事業） 

第３条  この要綱による補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」とい

う。）は、市内において新たに創業、又は第二創業を行うもので、次に掲げる要

件の全てを満たすものとする。 

(１) 市内で営業を行う者。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関

する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第２条に規定する風俗営業及び性風俗特

殊営業その他市長が不適当と認める種類の営業を行う者を除く。 

(２) 前号に掲げるもののほか、市内の振興に寄与すると市長が特に認める事業 

(３) 原則として、開業後５年以上継続して営業しようとする者。ただし、やむ

を得ない事情により５年未満で営業を廃止し、又は休止したと認められるとき

は、この限りでない。 

（補助対象者） 

第４条 この要綱による補助金の交付対象となる者は、本市において創業又は第二

創業を行う者で、次に掲げる要件を備える者のうち、住民基本台帳法（昭和 42

年法律第 81 号）に基づく新宮市の住民基本台帳に記載されている者（移住者に

あっては、創業又は第二創業までに同住民基本台帳に記載されている者）又は本

市に主たる事業所を有する法人で、次の各号のいずれをも満たし、市長が適当と

認めるものとする。 



(１) 本市に事業所等を設置し、又は設置を予定している者。ただし、仮設又は

臨時の店舗その他その設置が恒常的でないものを除く。 

(２) 適切な事業計画を有していることについて、新宮商工会議所の確認を得て  

いる者 

(３) 中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第２条に該当する者又はその

予定の者 

(４) 創業又は第二創業に関し、国、県又は本市の他の補助金の交付を受けてい  

ないこと。ただし、市長が市内の振興に寄与すると認める場合は、この限りで  

ない。 

(５) 市税等を完納していること。 

(６) 毎月 20 日程度、かつ、１日につき概ね６時間以上の営業を行う予定の者 

(７) 専門家による経営診断等を受けるよう努めること。 

(８) 補助金の交付決定後に開始し、当該年度内に完了する事業であること。 

２ 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定にかかわらず補助対象者にな 

  ることができない。 

(１) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77

号）第２条第６号に規定する暴力団員及びその関係者 

(２) 政治資金規正法（昭和 23 年法律第 194 号）第３条第１項に規定する政治

団体 

(３) 宗教法人法（昭和 26 年法律第 126 号）第２条に規定する宗教団体 

(４) フランチャイズチェーン方式による営業を行っている者又は行おうとする  

者 

(５) 別表第１に定める業種を行っている者又は行おうとする者 

(６) 過去にこの要綱による補助を受けた者 

(７) 同一年度において、この要綱による補助申請を行っている者 

(８) 前６号に掲げるもののほか、市長が適当でないと判断する事業を実施しよ

うとする者 

（補助対象経費） 

第５条  補助事業における補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表第２のと

おりとする。 

（補助金の交付事前届） 

第６条 商店街等において、創業、又は第二創業行い、補助金の交付を受けようと

する者は、補助事業の実施前に新宮市空店舗対策支援事業補助金交付要綱（平成

25 年新宮市告示第 29 号）第３条に規定する誘致委員会の承認を受けなければな

らない。 

２ 誘致委員会は、前項による申し出があったときは、その内容を審査し、補助金

対象者として認めたときは、新宮市創業支援補助金交付対象承認届を補助金対象

者に交付するものとする。 



３ 前項による承認を受けた補助金対象者は、誘致委員会を経由して、次に掲げる

書類を添え、市長に補助申請をするものとする。 

(１) 新宮市創業支援補助金交付対象承認届 

(２) テナントの誘致を決定した誘致委員会の会議録 

(３) 貸主とテナントとの賃貸契約書の写し 

(４) 出店する店舗の店舗名、位置図、店内見取図、営業品目、従業員数 

(５) 前年度及び当該年度納期到来分の納税証明書等 

(６) その他特に市長が必要と認める書類 

（交付申請書の添付書類等） 

第７条 規則第３条に規定する補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとお

りとする。 

 (１) 補助事業に係る見積書の写し 

 (２) 事業計画書 

 (３) 事業所等の付近見取図 

 (４) 施設改修に係る家主の承諾書（賃貸施設を改修する場合に限る。） 

 (５) 創業支援等事業者の意見書 

 (６) 市町村民税完納証明書 

 (７) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（実績報告書の添付書類） 

第８条  規則第 11 条に規定する補助事業等実績報告書に添付すべき書類は、次の

とおりとする。 

 (１)  補助事業の支払を証する書面の写し 

 (２)  完成前及び完成後の写真（施設を改修する場合に限る。） 

 (３)  前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（その他） 

第９条  この要綱に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和８年５月８日から施行する。 

 （新宮市にぎわい支援事業補助金交付要綱の廃止） 

２ 新宮市にぎわい支援事業補助金交付要綱（令和７年新宮市告示第 42 号）は、

廃止する。 

 

 

 

 



別表第１(第５条関係) 

第５条第２項第５号に規定する業種 

農業 

林業（素材生産業及び素材生産サービス業を除く。） 

漁業 

金融業・保険業（保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。） 

医療、福祉の医療業のうち病院、一般診療所及び歯科診療所 

娯楽業、サービス業等のうち以下のもの 

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第

122 号）第２条第１項各号に定める風俗営業及び同条第５項に規定する性

風俗関連特殊営業及び同条第 11 項に規定する接客業務受託営業等、同法

に基づく許可又は届出が必要な営業 

 易断所、観相業、相場案内業 

 競輪・競馬等の競走場、競技団 

 芸妓業、芸妓斡旋業 

 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業 

 興信所（専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。） 

 集金業、取立業（公共料金又はこれに準ずるものは除く。） 

 宗教 

 政治・経済・文化団体 

 

別表第２（第６条関係） 

補助対象経費 補助率 補助限度額 事業期間 

①改装費 

事業所等の改修・改装に係る工事費、

又は住家等を事業所等へ改修・改装す

る際の工事費であって、本補助事業の

遂行に必要なもの。 

２分の１ 

５０万円（商

店街等で営業

する場合にあ

っては６０万

円）を上限と

する。 

交付決定の日

から当該年度

末日までとす

る。 

②設備費 

ただし、汎用性が高く、使用目的が本

補助事業の遂行に必要なものと特定で

きないものは除く。 

③家賃（最大６ヶ月分） 

ただし、敷金、礼金、保証金、共益

費、駐車場代、もしくは第二創業を既

存事業と同一の事務所等で行う場合の

家賃は除く。 



④広告宣伝費 

宣伝にかかるチラシ等の印刷物の製作

及び配布並びに新聞、雑誌等への広告

掲載又はホームページの開設等。 

ただし、通信費を除く。 

 様式 (略) 


